
委 託 契 約 書 (案)

地方独立行政法人北海道立総合研究機構栽培水産試験場（以下「甲」という。）と、 （以下「乙」という。）とは、

平成２５年度栽培水産試験場庁舎清掃業務について次のとおり契約する。

（委託業務）

第１条 甲は、次に掲げる庁舎等の清掃業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。

庁舎等の名称及び所在地 委託対象箇所及びその面積 備 考

栽培水産試験場 室蘭市舟見町１丁目１５６－３ 別紙図面、業務処理要領のとおり

（処理の方法）

第２条 乙は、別紙処理要領（以下「要領」という。）により、委託業務を処理しなければならない。

２ 前項の要領に定めのない事項については、甲乙協議して処理するものとする。

（委託期間）

第３条 委託期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までとする。

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の予算において、この契約に係る金額について減額又は

削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求すること

ができない。

（委託料）

第４条 甲は、委託業務に対する委託料として金 万 円（うち消費税及び地方消費税の額 金 円）（月額

は別表１のとおり）を乙に支払うものとする。

２ 甲は、乙に対し毎月２５日（２５日が金融機関等の営業日でない場合には、その直後の営業日）に前月分の委託料を支払うものと

する。

３ 委託料の支払場所は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長勤務の場所とする。

（契約保証金）

第５条 契約保証金は、免除する。

（権利義務の譲渡等）

第６条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面

による承諾を得た場合は、この限りでない。

（再委託の禁止）

第７条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

（業務担当員）

第８条 甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、乙に通知するものとする。業務担当員を変更

した場合も、同様とする。

（業務処理責任者等）

第９条 乙は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、甲に通知するものとする。

２ 乙は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を甲に通知するものとする。この場合において、従

業員２名以上を定める場合は、そのうち１名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。

３ 前２項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。

（業務処理責任者等の変更請求等）

第１０条 甲は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付

した書面により、乙に対し、その変更を請求することができる。

２ 乙は、前項の請求があったときは、その日から１０日以内に必要な措置を講じ、その結果を甲に通知しなければならない。

（施設の使用等）

第１１条 甲は、乙が委託業務を処理するために要する室を指定するものとする。

２ 乙は、指定された室について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

３ 乙は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室を原状に回復し、明け渡さなければならな

い。

４ 委託業務の処理に必要な消耗品は甲の負担とし、甲は、乙に対し、その必要な現品を供給するものとする。

（報告義務）

第１２条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、甲又は業務担当員と協議しなければならない。

(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。

(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。

(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。

２ 乙は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、甲又は業務担当員

にその処理経過、結果等を報告するものとする。

（調査等）

第１３条 甲は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることがで

きる。



（契約の解除）

第１４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。

(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに甲との協議事項に従わないとき。

(3) その他その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員

の利用等をしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運

営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。

キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）

に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

２ 甲は、前項各号に定める場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、甲は、この契

約を解除しようとする日の３０日前までに、乙に通知しなければならない。

３ 前項の規定による解除が月の途中で行われるときは、甲は、当該月における委託料を乙に支払うものとする。

第１４条の２ 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、乙

は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９ 条

第１項に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受け、かつ、当該排除措置命令が同条第７項又は独占禁止法

第５２条第５項の規定により確定したとき。

(2) 乙が、独占禁止法第５０条第１項に規定する課徴金（以下「課徴金」という。）の納付命令（以下「納付命令」という。）を受
け、かつ、当該納付命令が同条第５項又は独占禁止法第５２条第５項の規定により確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁

止法第５１条第２項の規定により取り消されたときを含む。）。

(3) 乙が、独占禁止法第６６条に規定する審決（同条第３項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。）を受け、かつ、当
該審決の取消しの訴えを独占禁止法第７７条第１項に規定する期間内に提起しなかったとき。

(4) 乙が独占禁止法第７７条第１項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判
決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われ、かつ、各名あ
て人に対する命令すべてが確定した場合（独占禁止法第４９条第７項、第５０条第５項若しくは第５２条第５項の規定により確定

した場合（当該確定した納付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含む。）若しくは独占禁止法第６

６条に規定する審決（同条第３項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。）を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを

独占禁止法第７７条第１項に規定に規定する期間内に提起しなかった場合又同項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合

において当該訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。次号において「確定した場合」という。）における当

該命令をいう。）において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(6) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙に対して行われたときは乙に対する命令で確定した場合における当該命令を、こ
れらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは各名あて人に対する命令すべてが確定し

た場合における当該命令をいう。）により、乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象と

なった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し

納付命令を行い、これが確定した場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間（独占禁

止法第７条の２第１項に規定する実行期間をいう。）を除く。）に入札又は北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第

１６５条第１項若しくは第１６５条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもので

あるとき（当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。）。

(7) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、独占禁止法第８９条第１項、第９０条若しくは第９
５条（独占禁止法第８９条第１項又は第９０条に規定する違反行為をした場合に限る。）に規定する刑又は刑法（明治４０年法律

第４５号）第９６条の３若しくは第１９８条に規定する刑が確定したとき。

第１５条 乙は、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、乙は、この契約を解除しようとする日の

３０日前までに、甲に通知しなければならない。

（損害賠償）

第１６条 第１４条第１項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託料の額の 100 分の 10 に相当する額の賠償金を甲に支払わ
なければならない。

２ 第１４条第１項第 1号から第 3号までの規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担
保の提供が行われているときは、当該契約保証金の額又は担保される額が委託料の１００分の１０に相当する額に不足するときは、

乙は当該不足分を甲の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が委託料の１００分の１０に相当する額を超過す

るときは、甲は、当該超過額を返還しなければならない。

３ 第 14 条第２項又は前条の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、甲又は乙は、その損害
を賠償しなければならない。

４ 乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

５ 前２項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

６ 乙は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の



発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。

第１６条の２ 乙は、この契約に関して、第１４条の２各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金

として委託料の額の１０分の２に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第６号に掲

げる場合において、排除措置命令、納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであると

き又は同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売であるときその

他甲が特に認めるときは、この限りでない。

２ 甲は、実際に生じた損害の額が前項の委託料の額の１０分の２に相当する額を超えるときは、乙に対して、その超える額について

も賠償金として請求することができる。

３ 前２項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

（相殺）

第１７条 甲は、乙に対して金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相

殺することができる。

（秘密の保持）

第１８条 乙は、委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

２ 乙は、その使用する者が委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければならない。

（管轄裁判所）

第１９条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。

（契約に定めのない事項）

第２０条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。

この契約を証するため本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。

平成 年 月 日

札幌市北区北 19条西 11丁目

甲 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

理事長 丹保 憲仁 □印

乙


